
 
平成２２年８月２４日 

公益信託の現況－平成２１年公益信託概況調査結果 

総務省では、公益信託の実態を把握するため、平成 11 年から毎年、公益信託の所管官

庁（国の行政機関、都道府県の知事部局・教育委員会）に対し、調査を行っています。

この度、公益信託の所管官庁からの回答に基づき、平成２１年調査の結果を取りまとめ

ましたので公表します。 

 

１．信託数（平成２１年１２月１日現在） 

 平成２１年１２月１日現在の公益信託の信託数は５６９件で（表１）、前年（平成２０年

１２月１日現在）より５件増加となっている。また平成２０年１２月２日から２１年１２

月１日の間における新規信託数は５件、当該信託財産（当初）は約４億円となっている。 

 

２．信託財産（平成２１年３月末日現在） 
平成２１年３月末日現在の信託財産は前年（平成２０年３月末現在）より約１２億円減

の約６８３億円となっている（表１）。 

表１  信託財産規模別信託数 

 

３．信託目的別信託数（平成２１年１２月１日現在） 

公益信託の信託目的別の信託数を示したものが、表２であり、奨学金支給、教育振興、

自然科学研究助成、国際協力・国際交流促進が上位を占めている。また、個々の信託目的

における国所管、都道府県所管の占める割合を見てみると、国所管では自然科学研究助成、

国際協力・国際交流促進の割合が高く、都道府県所管では奨学金支給、教育振興、社会福

祉の割合が高くなっている。 
表２ 信託目的別信託数 
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４．主務官庁別信託数（平成２１年１２月１日現在） 
 
公益信託の主務官庁別の信託数を示したものが、表３である。 

表３ 主務官庁（府省）別信託数 

 

５．授益行為の状況（平成２０年度までの累計） 
 
授益行為（助成金等の支給、物品の配布といった資金又は物品の給付を指す。）の状況を

示したものが、表４である。 

これによると、個人を対象としているものが、全体件数 108,971 件のうち 74,369 件

（68.2％）、合計金額４５０億円のうち２０５億円（45.6％）となっており、件数及び金額

ともに最多となっていることが分かる。 

表４ 授益行為対象別件数・金額（累計） 

 

（連絡先）  

総務省大臣官房総務課管理室  細田・鈴木 

（代表）03-5253-5111（内線5182） （直通）03-5253-5182  

（FAX） 03-5253-5190 
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